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～社会保障制度と公的扶助について～



公的扶助制度は、国民の健康と生活を最終的に保障する制度として位

置づけられている。公的扶助による救済は、貧困・低所得者を対象とし

ていて、最低生活の保障を行う救貧的機能を有している。



公的扶助とは（生活保護）

公的扶助とは、厚生労働省（実施は地方自治体）が管理運営主体となって、

生活困窮者に対し「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、

自立を助長する制度である。



扶助とは

扶助（ふじょ）とは、力添えをして助けること。援助。

生活保護法に基づいて行われ、生活保護制度と呼ばれる。一般

的に「生活保護」と略される。

財源は、国（3/4）及び自治体（1/4）の一般収入によってまかなわ

れ、受給者に醵出義務はない。



支給される生活保護費

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と

収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合

に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費と

して支給される。



扶助の種類は８つ＋１

生活保護は、8種類の「扶助」
と、１つの「控除」があります。
必要に応じて1種類以上の支援
が受けられます。
医療扶助, 介護扶助は現物
（サービスなど）給付で, それ以
外は金銭給付が原則です。

•生活扶助

•教育扶助

•住宅扶助

•医療扶助

•介護扶助

•出産扶助

•生業扶助

•葬祭扶助

•勤労控除



生活保護の受給要件

生活保護を受けるには下記のすべてに該当する必要がある。

雇用保険被保険者ではな
い、また雇用保険の求職
者給付を受給できない者

本人収入が月8万円以下
の者

世帯全体の収入が月25
万円以下（年300万円以

下）の者

世帯全体の金融資産が
300万円以下の者

現在住んでいるところ以
外に土地・建物を所有し

ていない者

全ての訓練実施日に出
席する者（やむを得ない
理由がある場合は8割以

上の出席）

訓練期間中から訓練終了
後, 定期的にハローワー
クに来所し職業相談を受

ける者

同世帯の者で同時にこの
給付金を受給して訓練を
受けている者がいない者

既にこの給付金を受給し
たことがある場合は, 前
回の受給から6年以上経

過している者

過去3年以内に失業等給
付等の不正受給をしてい

ないこと



給付の水準

場所や家族構成などによって給付額は異なる。

給付水準を示す例は下記のとおりである。

•東京都区部等における標準3人世帯（33歳, 29歳, 4歳）の場合で、

158,380円（月額）

•東京都区部等における高齢単身世帯（68歳）の場合で、79,790円

（月額）



生活保護の現状

•生活保護費は、2017年度当初予算で

3.8兆円を計上

•被保護世帯数は、2017年11月時点で

1,642,971世帯となっている。

•被保護者数は、2017年11月時点で

2,125千人となっている。



～貧困問題について～

貧困には「絶対的貧困」と「相対的貧困」があり、日本で問題視さ

れている貧困は、相対的貧困に当たる。

絶対的貧困は生活や生命を維持することが難しいほどの貧困状

態を指すが、相対的貧困は国の生活水準や文化水準を下回る

状態に陥っていることを言う。



日本は相対的貧困率が経済大国の中でも特に高いとされている。

2016年に発表された世界の貧困率比較では、日本は世界で14番目の

15.7%となっている。先進国の中では中国やアメリカに次いで3番目となって

おり、先進国の中でも貧困率が高いことが伺える。

また世帯構造別で言えば、ひとり親世帯の貧困率は2015年で50.8%となって

おり、その半数が貧困状態であるとされている。

（出典：厚生労働省公式サイト）

https://www.mhlw.go.jp/index.html


日本の貧困率の推移

（出典：厚生労働省「平成29年版厚生
労働省白書」,世帯構造別　相対的貧
困率の推移）

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-02-01-18.html


日本の貧困率の推移を見てみると、1985年から2012年までの

相対的貧困率は緩やかに上昇している。

2012年が16.3%とピークとなり、2015年は15.7%でやや低下は

しているものの、2006年前と同じような水準となっている。

これを子どもの貧困率で見てみると少し違った結果が出ており、

2012年には大きく上昇し16.1%となったものの、2015年には

13.9%と低下している。



とはいえ未だ7人に1人の子どもが貧困状態にあるため、早急な

問題解決に向けた取り組みが必要である。

ひとり親世帯については、先述したように2015年には50.8％と

高い水準だが、ピーク時である1997年の63.1%と比べても大きく

下がっていることも調査から明らかになっている。



相対的貧困率の推移の背景

・相対的貧困率の推移が緩やかに上がっている理由として、高齢化が

係っている。

・65歳以上の年金暮らしの世帯が増えたことにより、相対的貧困率を押し

上げる要因になっている。

・その一方で30歳未満の貧困率は下がっており、これにより貧困率が大

きく上昇することがなかったと見られている。



また子どもの貧困率が全体的に高いのは、ひとり親世帯の貧困率

が高いと言われている。

日本では2002年に過去最高の離婚件数を記録し、その後の離婚

件数は下降気味にはなっているものの、1997年以前と比べると多

いことがわかる。

これによりひとり親世帯が増加、特に親権の問題から母子家庭が多

くなる傾向にある。



このような母子家庭では子育てとの両立が難しいなどの理由から正社

員になる割合が父子家庭より低く、非正規雇用で働くことを余儀なくさ

れることが多い。こうなると給与や待遇面で不利益を受け、ワーキング

プア状態になってしまい、収入が少なく貧困状態に陥ってしまうと考え

られている。



また病気や怪我などになると非正規雇用の場合は収入が

なくなる可能性がある。ひとり親の場合は収入源が自分し

かいないため、苦しい環境に置かれてしまうこともあるので

す。

（出典：厚生労働省公式サイト）

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/tp151218-01.html


子どもの貧困
は国を上げて
取り組むべき
重要な課題



2015年の結果から、子どもの7人に1人が貧困状態と言われ、貧困は子どもの体

や心の成長を著しく妨げる可能性がある。

貧困に陥ると食事面の問題が起こる。

家庭の収入の少なさから3食しっかりとれる子どもが少なくなり、場合によっては

学校の給食頼りという家庭も存在する。

またひとり親や共働きだった場合、子どもは1人の時間が多く、食事も孤食となる

可能性がある。



これは子どもの体の成長だけでなく、心の成長にも大きく影

響する。

本来必要な栄養を取れていないことにより、成長期に体が

上手く成長できないといった問題が起こる。

また親と食事をともにしないことにより、精神的な成長を遂げ

ることができず、未発達・未成熟な大人になってしまうことに

つながる。



さらに自己肯定感を失うケースも考えられ、家にお金がないことから様々なことを諦

め、否定的な考えを持つようになる。

これにより勉強や将来の夢なども諦めがちな生活を送ってしまい、必要な就学がで

きず希望を持てない状態となってしまうのである。



このような子どもの貧困問題は、当人の貧困状態だけでなく社会全体の損失に

もつながる。

貧困者になった場合、納税ができないなどの問題で国が損失を被ることになり、

その社会的損失は42.9兆円になると算出されている。

子どもの貧困は現在、そして将来的な問題を引き起こす重大な課題であることが

わかる。

（出典：内閣府公式サイト）

https://www.cao.go.jp/


貧困家庭の
子どものた
めに行われ
ている支援
とは？



子どもの貧困に対して、行政だけでなく非営利団体の協力もあり、様々な

場所で開かれ貧困に苦しむ子どもたちを支援する取り組みが行われてい

る。

また行政などを通して保護者への支援が行われており、子どもと保護者の

両面からこの貧困問題の解決に向けた支援が実施されている。



子ども食堂

 子どもにとって必要な栄養のある食事をとってもらうため「子ども食堂」という

場所がボランティアにより開かれている。

ここでは非常に安い値段で子どもの成長に必要な食事をとることができる。

子ども食堂は貧困に苦しむ子どもはもちろんのこと、その親も利用できるた

め親子でコミュニケーションを取ることができる場所ができる。

また他の同じような境遇にある子どもや家庭も集まるため、自然と同じ苦し

みを分かち合い相談できるコミュニティができるため精神的な安定にもつな

がっている。



放課後教室などの教育支援

塾や習い事に通えない子どもを対象とした放課後教室などの教育支援

も行われている。

ここではボランティア講師が控えており、貧困ゆえに学校以外で学べな

い子どもたちの学力補充を行っている。

全国でこのような活動が広がっており、子どもたちへの支援の輪が確

立されようとしている。



保護者への支援

保護者への支援としては経済的負担を減らすための支援制度の制定や、児童扶養手

当の支給、医療費などの無料化の動きなどがある。

また、より収入の多い仕事につくための就労支援やキャリアアップ支援、保護者の子

育て力向上のための個別支援なども行われている。

保護者の生活支援を行うことで、物質的、精神的な課題の解決を図っている。



相対的貧困とは、あくまで相対的なものであり、概念であり、目で見え

にくい。だからこそあまり注目を集めず、今も苦しんでいる人たちがい

る。ちなみに国立社会保障・人口問題研究所が17年7月に実施した

「生活と支え合いに関する調査」によれば、「ひとり親世帯（二世代）」

の約36％が食料の困窮経験について「あった」と回答している。

http://www.ipss.go.jp/ss-seikatsu/j/2017/seikatsu2017summary.pdf


障がい者の
貧困について

の課題



生活に苦しむ人の割合を示す相対的貧困率が障害者では25%を超え、4人に1人以上が

貧困状態にあることが政府の調査で分かった。障害のない人の数値に比べほぼ2倍だっ

た。

政府は全人口や18歳未満の子供を対象にした貧困率は計算しているが、政府研究グ

ループによると、障害者に限った数値の算出は初めててで障害者が働ける場が少なく、賃

金も安いほか、障害年金など公的な現金給付の水準が先進国の中で低いことが主な要因

という。



厚生労働省の科学研究費による調査で、同省が貧困率の計算に

使っている国民生活基礎調査（2013年実施）のデータを分析し

た。

「障がいや身体機能の低下などで、手助けや見守りを必要として

いますか」という調査票の質問に「必要」と答えた人を対象に、年

代別に貧困率を計算した結果、20～39歳では28.8%、40～49歳

は26.7%、50～64歳は27.5%だった。



障がいのない人ではそれぞれの年代で13.8%、13.4%、

14.6%と半分程度にとどまる。厚労省が公表している全

人口（障害者を含む）の貧困率は16.1%。



政府の研究グループによると、日本の障がい者の貧困率は先進

国の中で高い部類に入り、障がいのない人との格差も大きい。研

究グループは「日本の障がい者の貧困が深刻であることが分

かった。貧困からの脱出には就労が有効であることがうかがえ、

本人や家族の就労を後押しする政策がもっと必要だ」としている。



▼相対的貧困率　全人口のうち、生活の苦しい人がどれだけ

いるかを示す指標。1人当たりの可処分所得を高い人から順に

並べ、真ん中となる人の所得額（中央値）の半分に満たない人

が全体に占める割合で表す。可処分所得は収入から税金や社

会保険料などを除き、公的年金などを合計した金額。世帯の可

処分所得と人数を基に計算する。資産は考慮しない。



障がい者の61.1％が年収100万円以下――複数の福祉作業所

などが加盟する団体「きょうされん」の調査で分かった。98.1％が

いわゆるワーキングプア（生活保護の水準にも満たない収入し

か得られない就労者）に当たる年収200万円以下になっており、

自立可能な所得保障制度が必要だと指摘している。





親と同居している人は全体の54.4％。年齢が上がるにつれ

て同居率は下がっているが、50代前半でも34.9％が同居し

ており、年齢が高くなってからも親が生計を支えているケー

スが多い。





生活保護の受給率は11.4％と、一般（1.7％）の6倍以上に上っ

た。政府研究グループは「障がい者の多くが、極めて所得水

準の低い状態にある。生活状況も高齢の親に依存した生活を

続けている」として、障害基礎年金制度が約30年にわたって

水準が据え置かれている現状を危惧している。



生活保護の
種類と内容





１．生活扶助（食費、被服費、光熱費等）

生活扶助基準は、衣食などのいわゆる日常生活に必要な

基本的、経常的経費についての最低生活費を定めたもの

である。この生活扶助基準は、第１類費と第２類費に分け

られ、そして特別の需要のある者にはさらに各種加算が

合算される。



【第１類費（個人的経費）】

飲食物費や被服費など個人単位に消費する生活費につ

いての基準であり、年齢別に設定されている。



世帯全体としてまとめて支出される経費であり、例えば、電気代、ガス代、水道代

などの光熱水費や家具什器費などである。この第２類費は、世帯人員別に設定さ

れている。

なお、冬季においては、寒冷の度合いなどにより、暖房費などの必要額が異なるた

め、こうした事情を考慮し、都道府県を単位とて地域別（６区分）に冬季加算額が設

定されている。

【第２類費（世帯共通的経費）】



【加算（特別の需要のある者が必要とする生活費）】
　特別な需要に対応するものとして加算制度があり、第１類費、第２類費のほかに
さらに一定額を上積みがある。

妊産婦加算・・・・ 妊婦及び産後６か月までの産婦

老齢加算・・・・・ ７０歳以上の老人又は６８歳以上７０歳未満の病弱者

在宅患者加算・・・ 在宅の傷病者で栄養補給を必要とする者

母子加算・・・・・ 児童（１８歳になる日以後の最初の３月３１日までの間にある者）を
抱える母（父）子世帯

障害者加算・・・・ 身体障害者障害程度等級表１級、２級及び３級の身体障害者若
しくは国民年金法施行令別表１級及び２級障害者



２．住宅扶助（家賃、地代等）

住宅扶助には、「家賃、間代等」と「住宅維持費」がある。

【家賃、間代等】
借家借間に居住する被保護者に対し、家賃等や転居時の敷金、契約更新料などを補填するものと
して支給される。

・実費（地域に応じて上限額を設定）

【住宅維持費】
居住する家屋の補修や、畳、建具等の従属物の修理、豪雪地帯においては雪囲い、雪下ろし等に
必要な経費を補填するものとして、必要を要すると認定された場合にのみ支給される。

・年額12万2,000円
（補修規模は、社会通念上最低限度の生活にふさわしい程度）



・基準額（月額）：小学校等2,600円、中学校等5,000円教材代、学校給食費、交通費

：実費学習支援費（クラブ活動費）（年額）：実費（小学校等上限額 1万5,700円以

内、中学校等上限額 5万8,700円以内）

３．教育扶助（学用品費等）

教育扶助は、小学生、中学生に対し、義務教育にかかる必要な学用
品費や教材代、給食費等を補填するものとして支給される。
（※ 修学旅行代は文部科学省の就学援助制度から支給）



４．介護扶助

介護扶助は、介護保険サービスの利用にかかる経費を補填するもの
として支給される。

・原則現物給付



・原則現物給付

５．医療扶助

医療扶助は、病院等における医療サービスの利用にかか
る経費を補填するもの。



・施設分娩の場合：実費
（上限額29万5,000円以内）

・居宅分娩の場合：実費
（上限額25万9,000円以内）

６．出産扶助

出産扶助は、出産に伴い必要となる分娩介助や検査、室
料などの経費を補填するものとして支給されます



正業扶助は、

「生業費」「技能習得費」「就職支度費」

の３つがある。

７．生業扶助（生業費、技能習得費、就職支度費）



【生業費】
生計の維持を目的とする小規模の事業を営むための資金
又は生業を行うための器具、資料代の経費を補填するもの
として支給される。

・実費（上限額4万6,000円以内）



【技能習得費】
技能修得費・・・・生計の維持に役立つ生業につくために必要
な技能を修得するための授業料、教材代等の経費を補填する
ものとして支給される。

・実費（上限額8万円以内）

高等学校等就学費・高校生に対し、高等学校教育にかかる必
要な学用品費や教材代、交通費等を補填するものとして支給さ
れる。

・基本額（月額）：5,200円



【就職支度費】
就職が確定した者に対し、就職のために直接必要となる洋服代、履物等の購
入経費、就職の確定した者が初任給が支給されるまでの通勤費を補填する
ものとして、必要な場合に支給される。

・3万1,000円以内



８．葬祭扶助

葬祭扶助は、葬祭に伴い必要となる葬祭料や読経料な
どの経費を補填するものとして支給される。

・大人の場合：実費
（上限額20万6,000円以内）

・小人の場合：実費
（上限額16万4,800円以内）



勤労控除は、

「基礎控除」「新規就労控除」「未成年者控除」の３つが

ある。

９．勤労控除



【基礎控除】
就労に伴い経常的に生じる就労関連経費を補填するとともに、
就労意欲の助長を促進するため、就労収入の一部を手元に残
すものである。

就労収入額に応じて設定
（全額控除額1万5,000円）



【新規就労控除】
新たに継続性のある職業に従事した者に対し、新たに就労に
就いたことに伴う就労関連経費を補填するものである。

・1万1,300円



【未成年者控除】
就労している未成年者に対し、就労意欲を促し世帯の自立助
長を図るため、就労収入の一部を手元に残すものである。

・1万1,400円



生活保護の手
続きの仕方



生活保護制度の利用を希望される方は、福祉事務所の生活保護担当窓口へ行

く。

そこで、生活保護制度の説明を受けるとともに、生活福祉資金、各種社会保障施

策等の活用について検討が行われる。

Step1. 事前の相談



Step2. 保護の申請

生活保護を申請するための書類を用意して、それらを窓口に提出す
る。

必ず必要な書類は「生活保護の申請書・申告書」と「本人確認書類」。

「生活保護の申請書・申告書」は福祉事務所に用意されている。

状況に応じて、資産を証明するモノ、収入を証明するモノ、離婚、失業、
医療費を証明するモノが必要。



Step3. 調査・審査

生活状況等を把握するための実地調査（家庭訪問等）が行われる。

1. 預貯金、保険、不動産等の資産調査

2. 扶養義務者による扶養（仕送り等の援助）の可否の調査

3. 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

4. 就労の可能性の調査



Step4. 受給　or　却下

申請後、原則14日以内、最長30日以内に受給可否が決定

結果の通知方法は、電話 or 郵送

郵送の場合は、保護決定通知書か保護申請却下通知書が届く



生活保護
受給者の義務



生活保護は仕事をしないのにお金を貰えて羨
ましい…という声があるが、それ故に義務が
発生。

生活保護を受給するモノの義務は下記のとお
りである。



1.保護を受ける権利を譲り渡すことはできない。

2.常に，能力に応じて勤労に励み，支出の節約を図り，その他生活の維持，

向上に努めなければならない。

3.収入，支出その他生計の状況について変動があったとき，または，居住地

もしくは世帯の構成に異動があったときは，速やかに，福祉事務所長にそ

の旨を届け出なければならない。

4.福祉事務所長が行う生活の維持，向上，その他保護の目的達成に必要な

指導に従わなければならない。

 



公的扶助の問題点

公的扶助は、生活困窮者に対し「健康で文化的な最低限度の生活」を保障すると

ともに、自立を助長する制度である。

社会保障の最後の砦とも言え、国民を支える最終セーフティーネットである。

とってもありがたい制度だが、公的扶助には問題点もある。



出典：厚生労働省



公的扶助には、「不正受給」と「年金よりも高額」という問題がある。

不正受給とは、収入や生活できるだけの貯蓄があるのにもかかわらず、

生活保護を受給していたり、受給後に収入を隠したり、あるいは少なく申

請する行為のこと。

厚労省によると、不正受給の金額は通算169億9,408万円（過年度の支出

分を含む）で、不正受給の件数は４万3,938件と過去最多。



2014年７月に改正生活保護法が施行され、罰金の上限を引き上げたほか、

不正をした際の返還金にペナルティーの上乗せなどが盛り込まれたが、

2015年の状況では不正受給数は過去最多となっている。

また、国民年金よりも生活保護を受給するほうが、手元に残る額が高いとい

うことも問題となっている。

公的扶助制度は困窮した人を助ける素晴らしい制度ですが、この２つの問

題解決は制度を存続させていくうえで必要不可欠である。


